
厚生労働大臣の定める院内掲示事項 

 

 

１． 管理者の氏名 山口 礼門 

診療時間    月・水～金 ９：00 ～ 12：30 

14：00 ～ 17：30 

               火曜日   9：00 ～ 14：30 

             土曜日   ９：00 ～ 12：30 

   休診日  土曜午後・日曜・祝日・お盆・年末年始 

   診療科目 皮膚科 

   医療機関指定 保険医療機関 生活保護法指定医療機関 

  難病指定医療機関 労災保険指定診療所 

 

 

２． 施設基準に係る届出 

電子的診療情報連携体制整備加算２ 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

 

 

３． 明細書発行体制について 

医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際、個別

の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受

給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。 

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その

点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

 

 

４． 一般名処方について 

院外処方においては、有効成分が同じである複数の医薬品から選択できるように「一般       

名処方」とさせて頂きます。 

 

 

５． 後発医薬品使用体制について 

当院では、後発医薬品の使用促進を図り、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施   

しています。また医薬品供給不足発生時に、医薬品の処方変更等に関して、適切に対応でき

る体制を整備しております。 



 

 

６． 長期処方について 

当院では患者さんの状態に応じ、28 日以上の処方を行っております。 

なお、長期処方が対応可能かどうかは病状に応じて医師が判断いたします。 

 

 

７． 電子的診療情報連携体制整備加算２ 

当院は質の高い診療を実施するために、オンライン資格確認及び電子処方箋を発行する体

制を有しております。マイナ保険証によるオンライン資格確認や電子処方箋で得た薬剤情

報・診療情報を診療に活かしています。 

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制を整備し

ています。 

 

 

２０２6 年 6 月 1 日 

ソフィアひふ科 

院長 山口 礼門 


